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2 事務分掌・本部組織図等 

2-1 災害時等の配備体制とその基準 

 

1 事前配備体制及び災害対策本部体制 
 (1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、直ちに災害対策本部を設置するのでは

なく、その災害の種類に応じて事前に必要な班(人員)を配備するための体制である。 
 (2) 配備体制は、第四次防災体制(災害対策本部設置体制)で災害対策本部編成表によるすべ

ての職員が動員されるが、御前崎市災害対策本部が設置されるまでは、第二次防災体制(災
害注意体制)により各班で対応する。 

 (3) 御前崎市災害対策本部が設置された場合は、別表「御前崎市災害対策本部編成表」の人

員配置に移行する。 
2 御前崎市地震災害警戒本部 
 (1) 地震災害警戒本部とは、南海トラフ地震に関連する情報が発表され、内閣総理大臣が

「警戒宣言」を発令したときに設置される本部である。地震観測情報(臨時)が発せられた

時点では、第一次防災体制(災害準備体制)から第二次防災体制(災害注意体制)までのいず

れかの事前配備体制をとる。 
 (2) この本部が設置されると、別表「御前崎市地震災害警戒本部編成表」及び「事務分掌」

により人員配置され、対応にあたる。 
3 御前崎市災害対策本部 
 (1) 災害対策本部とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置する本部であ

る。具体的には、災害救助法が適用される場合(60 世帯以上の住家が滅失)又はそのおそれ

がある場合に設置される。 
 (2) この本部が設置するときの動員の規模は、災害の状況に応じてその都度本部長が決定す

る。 
 (3) この本部が設置されると、別表「御前崎市災害対策本部編成表」により人員が配置さ

れ、対応にあたる。 
4 御前崎市原子力災害対策本部 
 (1) 原子力災害対策本部とは、原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に設置

する本部である。第二次防災体制(災害注意体制)により事前配備体制又は、第三次防災体

制（災害警戒体制）から第四次防災体制（災害対策本部設置体制）のいずれかの災害対策

本部体制をとる。 
 (2) この本部が設置されると、別表「御前崎市災害対策本部編成表」により人員が配置さ

れ、対応にあたる。 
5 その他 
 (1) 従前より運用していた「災害時の配備体制及びその基準」の一部を改正し、第一次防災

体制(災害準備体制)、第二次防災体制(災害注意体制)、第三次防災体制(災害警戒体制)及
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び第四次防災体制(災害対策本部設置体制)の 4 つの区分とした。 
 (2) 職員を動員する場合は、携帯電話・メールを手段とし、各課による連絡網により招集す

る。また、動員招集報がなくても防災情報を入手した場合、あるいは突発災害等の場合

は、動員招集報の有無にかかわらず、対象職員は直ちに登庁する。 
 (3) 事前配備体制により出動する場合は、地震災害などにより市内に被害が発生し、すぐに

は帰宅できない場合があるため、最低3日分の食料、飲料水、下着、着替え等を持参するこ

とが望ましい。
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【 災 害 時 等 の 配 備 体 制 と そ の 基 準 】 

事
前
配
備
体
制 

区分 配備基準 配備体制 配備要員 

第
一
次
防
災
体
制(

災
害
準
備
体
制)

※１ 

一般 

災害 

○大雨注意報が発表された

場合 
 
○高潮注意報が発表された

場合 
 
○水害対象河川が水防団待

機水位を超えることが確

実となった場合 
 

・防災気象情報を入手し、防

災気象状況の把握に努め、

状況により他の職員を動

員できる体制 

危機管理課職員、 
建設課職員 
※勤務時間外における一般

災害時の情報収集体制は、

原則として自宅待機によ

るものとする。 

地震 

災害 

○震度3の地震を観測し、気

象庁が発表したとき 
・情報収集を実施し、状況に

より他の職員を動員でき

る体制 

危機管理課職員 
建設課職員 

第
二
次
防
災
体
制(

災
害
注
意
体
制)

※２ 

一般 

災害 

 

○大雨警報・洪水警報・暴風

警報・高潮警報のいずれ

かが発表された場合 

 

○水害対象河川が氾濫注意

水位を超えることが確実

となった場合 

 

・防災気象情報を入手し、防

災気象状況の把握に努め、

事態の推移に伴い速やか

に災害対策本部を設置で

きる職員を動員できる体

制 

危機管理課職員、 
建設課職員 

 

○台風情報で、台風の暴風

域が24時間以内に御前崎

市にかかると予想されて

いる、又は、台風が24時間

以内に御前崎市に接近す

ることが見込まれる場合 

・防災気象情報を入手し、防

災気象状況の把握に努め、

事態の推移に伴い速やか

に災害対策本部を設置で

きる体制 

危機管理部長兼危機管理監、

危機管理課職員、 
建設課職員、 
危機管理部長兼危機管理監

が必要と認めた職員 

地震 

災害 

○震度4の地震を観測し、気

象庁が発表したとき 
・情報収集及び連絡活動を実

施し、事態の推移に伴い速

やかに災害対策本部を設

置できる体制 

危機管理部長兼危機管理監、

消防長、政策監、各部長、 
各班長、危機管理課職員、建

設課職員、危機管理部長兼危

機管理監又は消防長、各部長

が必要と認めた職員 

原子力

災害 

原子炉施設の単独災害及び自然災害との複合災害 
〇発電所周辺の環境放射線

モニタリングによって、

国・県又は中部電力より

通報があった場合 

・情報収集及び連絡活動を実

施し、事態の推移に伴い速

やかに原子力災害対策本

部を設置できる体制 

危機管理部長兼危機管理監、

総務部長、危機管理課職員、 
エネルギー政策課職員、 
危機管理部長兼危機管理監

が必要と認めた職員 

※1 第一次防災体制(災害準備体制) 

 防災気象情報を入手し、気象状況の進展を見守る連絡要員を配置し、防災気象情報の把握に努める体制 
※2 第二次防災体制(災害注意体制) 

   高齢者等避難を発令するかどうかの段階。状況により管理職を配置し、高齢者等避難の必要性が判断できる

体制 
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災
害
対
策
本
部
体
制 

区分 配備基準 配備体制 配備要員 

第
三
次
防
災
体
制(

災
害
警
戒
体
制)

※３ 

一 

般 

災 

害 

○台風情報で、台風の暴風

域が12時間以内に御前

崎市にかかると予想さ

れている、又は、台風が

12時間以内に御前崎市

に接近することが見込

まれる場合 

○水害対象河川が避難判

断水位を超えることが

確実となった場合 

・直ちに災害対策本部を設

置し、警戒活動が遅滞な

く遂行でき、事態の推移

に伴い速やかに救援活動

等災害対策が円滑に行え

る体制 

正副本部長、危機管理部長

兼危機管理監、消防長、 
政策監、各部長、各班長、 
危機管理課職員、建設課職

員、避難所班、方面隊派遣職

員、 
本部長が必要と認めた職員 
※他の職員は自宅待機 

津 

波 

災 

害 

○津波注意報が県下に発

表されたとき 
・情報収集及び連絡活動を

実施し、事態の推移に伴

い速やかに災害対策本部

を設置できる体制 

危機管理部長兼危機管理

監、総務部長、建設経済部

長、教育部長、危機管理課職

員、原子力対策班、港湾班

長、避難所班長、 
池新田・高松・佐倉・御前崎・

白羽方面隊派遣職員 
○大津波警報及び津波警

報が県下に発表された

とき 

・直ちに災害対策本部を設

置し、警戒活動又は災害

対策が遅滞なく遂行で

き、事態の推移に伴い速

やかに救援活動等災害対

策が円滑に行える体制 

正副本部長、危機管理部長

兼危機管理監、消防長、 
政策監、各部長、各班長、 
危機管理課職員、原子力対

策班、港湾班、避難所班、池

新田・高松・佐倉・御前崎・

白羽方面隊派遣職員、 
本部長が必要と認めた職員 
※他の職員は自宅待機 

※3 第三次防災体制(災害警戒体制) 

   高齢者等避難を発令した段階。避難指示の発令を判断できる体制とし、関係機関とのホットラインが活用で

きる体制 
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災

害

対

策

本

部

体

制 

第
四
次
防
災
体
制(

災
害
対
策
本
部
設
置
体
制)

※４ 

一 

般 

災 

害 

○土砂災害警戒情報が発

出された場合 
・直ちに災害対策本部を設

置し、警戒活動又は災害

対策が遅滞なく遂行で

き、事態の推移に伴い速

やかに救援活動等災害対

策が円滑に行える体制 

正副本部長、危機管理部長

兼危機管理監、消防長、 
政策監、各部長、各班長、 
危機管理課職員、 
建設課職員、避難所班、 
方面隊派遣職員、 
本部長が必要と認めた職員 
※他の職員は自宅待機 

地 

震 

災 

害 

○震度5(弱)以上の地震を

観測し気象庁が発表し

たとき 

・直ちに災害対策本部を設

置し、災害対策が遅滞な

く遂行でき、事態の推移

に伴い速やかに救援活動

等災害対策が円滑に行え

る体制 

災害対策本部編成表による

すべての職員は直ちに登庁 

原 

子 

力 

災 

害 

原子炉施設の単独災害及び自然災害との複合災害 
〇震度6（弱）以上の地震が

発生したとき 

・直ちに原子力災害対策本

部を設置し、警戒活動又

は災害対策が遅滞なく遂

行でき、事態の推移に伴

い速やかに救援活動等災

害対策が円滑に行える体

制 

災害対策本部編成表による

すべての職員は直ちに登庁 

〇原子力施設の状態等に

基づく緊急時活動レベ

ルが施設敷地緊急事態

となったとき（原災法第

10条） 

・直ちに原子力災害対策本

部を設置し、災害対策が

遅滞なく遂行でき、事態

の推移に伴い速やかに救

援活動等災害対策が円滑

に行える体制 

災害対策本部編成表による

すべての職員は直ちに登庁 

〇原子力施設の状態等に

基づく緊急時活動レベ

ルが全面緊急事態とな

ったとき（原災法第15

条） 

・直ちに原子力災害対策本

部を設置し、災害対策が

遅滞なく遂行でき、事態

の推移に伴い速やかに救

援活動等災害対策が円滑

に行える体制 

災害対策本部編成表による

すべての職員は直ちに登庁 

突 

発 

災 

害 

○多数の死傷者が発生し、

通常の消防力では対応

が困難と思われる事故

が発生したとき、又はそ

の他の状況により市長

が指令したとき(航空機

の事故、船舶の沈没、ガ

ス爆発、テロ行為などの

事故) 

・直ちに災害対策本部を設

置し、災害対策が遅滞な

く遂行でき、事態の推移

に伴い速やかに救援活動

等災害対策が円滑に行え

る体制 

災害対策本部編成表による

すべての職員は直ちに登庁 

※4 第四次防災体制(災害対策本部設置体制) 

   避難指示を発令した段階 
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【南海トラフ地震臨時情報発表時の配備体制とその基準】 
「南海トラフ地震臨時情報」発表時の対応は、県が実施する防災対応に準じる。 

事
前
配
備
体
制 

区分 配備基準 配備体制 配備要員 

第
二
次
防
災
体
制(

災
害
注
意
体
制)

※２ 

南 

海 

ト 

ラ 

フ 

地 

震 

〇臨時情報（調査中）が発

表された場合 
・情報収集及び連絡活動を

実施し、事態の推移に伴

い速やかに災害対策本部

を設置できる体制 

危機管理部長兼危機管理

監、消防長、政策監、各部長、 
各班長、危機管理課職員、建

設課職員、危機管理部長兼

危機管理監又は消防長、各

部長が必要と認めた職員 

災
害
対
策
本
部
体
制 

第
四
次
防
災
体
制(

災
害
対
策
本
部
設
置
体
制) 

南 

海 

ト 

ラ 

フ 

地 

震 

〇臨時情報（巨大地震注

意）等が発表された場合 
 
 
〇臨時情報（巨大地震警

戒）等が発表された場合 

・直ちに災害対策本部を設

置し、災害対策が遅滞な

く遂行でき、事態の推移

に伴い速やかに救援活動

等災害対策が円滑に行え

る体制 

災害対策本部編成表による

すべての職員は直ちに登庁 

※2 第二次防災体制(災害注意体制) 

   高齢者等避難を発令するかどうかの段階。状況により管理職を配置し、高齢者等避難発令の必要性が判断で

きる体制 

 

住民避難及び避難所の運営対応について（本編第４章 南海トラフ地震臨時情報への対応） 
 南海トラフ地震臨時情報発表時の住民の避難については、同報無線等により広報するとともに、

方面隊・自主防災会を通じて速やかに避難を呼びかけるものとする。 
 避難所については、災害対策本部の指示により広域避難所及び福祉避難所を開設する。 

開設・運営については施設管理者及び方面隊・自主防災会と連携しながら方面隊派遣職員及び

避難所班が対応するものとするが、最終的に災害対策本部会議で決定した者が対応する。 
 このほか、具体的な対応については、災害対策本部が指示する。 
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2-2 災害時における動員フロー図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報 

地震災害警戒本部・災害対策本部が設置されていないとき 

一
般
災
害 

注
意
報 

災害準備体制 
危機管理課職員 
建設課職員 

災害注意体制 
危機管理部長兼危機管理監、 
危機管理課職員、 
建設課職員 
危機管理部長兼危機管理監

が必要と認めた職員 

災
害
対
策
本
部 

地
震
災
害 

災害準備体制 
危機管理課職員 
建設課職員 

災
害
対
策
本
部 

地
震
災
害
警
戒
本
部 

災
害
対
策
本
部 

 

津
波
災
害 

災害警戒体制 
危機管理部長兼危機管理監、総務部長、 
建設経済部長、教育部長、危機管理課職員、 
エネルギー政策課職員、港湾班長、 
避難所班長、※沿岸部方面隊派遣職員 

警
報 

災
害
対
策
本
部 

突
発
災
害 

災
害
発
生 

災
害
対
策
本
部 

 

震
度
3 

震
度
4 

警
報 

※沿岸部の池新田・高松・佐倉・御前崎・白羽方面隊に限る。 

震
度
5
弱 

（
調
査
中
）
発
表 

臨
時
情
報 

注
意
報 

航空機の事故 
船舶の沈没、ガス爆発 
テロ行為        などの事故 

地
震
警
戒
）
発
表 

臨
時
情
報
（
巨
大 

災害注意体制 
危機管理部長兼危機管理監、

消防長、政策監、各部長、各

班長、危機管理課職員、建設

課職員、 
危機管理部長兼危機管理監

又は消防庁、各部長が必要と

認めた職員 

災害注意体制 
危機管理部長兼危機管理監、

消防長、政策監、各部長、各

班長、危機管理課職員、建設

課職員、 
危機管理部長兼危機管理監

又は消防庁、各部長が必要と

認めた職員 

地
震
注
意
）
発
表 

臨
時
情
報
（
巨
大 

原
子
力
災
害 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

異
常
値
検
出 

災害注意体制 
危機管理部長兼危機管理監、総務部長、 
危機管理課職員、エネルギー政策課職員、 
危機管理部長兼危機管理監が必要と認めた職員 

災
害
対
策
本
部 

警
戒
事
態
発
生 

※原子炉施設の単独災害における一例 
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2-3 御前崎市災害対策(警戒)本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 長 

市 長 

本 部 会 議  

副 市 長 
教 育 長 

副 本 部 長 

統 括 

危機管理課長 

本 部 員 

消 防 長 
政 策 監

各 部 長 
消 防 団 長 

本部長が必要

と認める者 

そ の 他 

危機管理部 総 括 班 

庶 務 班 
情報対策班 
広 報 班 
原子力対策班 
調 査 班 
会 計 班 
 

健康福祉部 福 祉 班 
要援護者支援班 
救 護 所 班  

教 育 部 園・学校再開班 
避 難 所 班  

高松 方面 隊 

白羽 方面 隊 

佐倉 方面 隊 

比木 方面 隊 

朝比奈方面隊 

新野 方面 隊 
 

御前崎方面隊 

出 向 ・ 派 遣 

市立御前崎総合病院 

池新田方面隊 

建設経済部 土 木 班 
住 宅 班 
住宅判定班 
農 林 班 
物 資 班 
港 湾 班 

議会 事務 局 

危機管理部長 
兼危機管理監 

市民生活部 検案処理班 
窓口業務班 
支 所 班 
上下水道班 
環 境 班 

総 務 部 
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2-4 御前崎市災害対策本部各部各班所掌事務 

 

◎各部共通 

 ・災害時等の配備体制とその基準により自動参集 

 ・参集途中の被害状況等の確認 

 ・部内の職員安否確認及び動員状況の確認に関すること 

 ・部に関連する情報の収集、調査、報告及び記録整理に関すること 

 ・部に必要な資機材等の調達に関すること 

 ・他部等の応援に関すること 

 ・災害時応急対策の確認、計画策定、準備及び訓練等(平常時) 

 ・本部長の業務遂行が不可能な場合は、副市長、教育長、危機管理部長の順位で職務代行を行う。 

◎本部総括 
 ・災害対策活動の総括 
 ・災害対策本部(本部会議)の設置、運営及び廃止に関すること 
 ・地震関連情報・気象情報等の収集・伝達に関すること 
 ・県、警察、消防、方面隊、自主防災会、消防団、交通指導隊、その他防災関係機関との連携に

関すること 
 ・自衛隊等の応援要請に関すること 
 ・職員の動員・配備・調整・参集解除に関すること 
 ・その他各部各班に属さないこと 

◎総務部 

 ○原子力対策班 

 ・原子力発電所情報の収集に関すること 

 ・原子力モニタリングに関すること 

 ○庶務班 

 ・市役所本庁来訪者の避難誘導及び負傷者の応急救護に関すること 

・職員及び災害対策活動協力者の健康管理、給食及び休憩場所設置等に関すること 

 ・市役所本庁舎等関連施設の被害調査及び復旧に関すること 

・各システム等の復旧に関すること 

 ・緊急車両の確保及び配車に関すること 

 ・災害視察者、見舞者及び陳情者の対応に関すること 

 ・災害対策の予算措置に関すること 

○会計班 

・会計処理に関すること 

○情報対策班 

 ・地域防災無線等による方面隊(自主防災会)との情報収集、伝達及び連絡調整に関すること 
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 ・被害情報の収集に関すること 

 ・災害記録写真等の収集に関すること 

 ○広報班 

 ・同報無線、音声告知放送及びホームページ等による市民広報(指示、要請及び情報伝達等)に

関すること 

 ・臨時災害 FM に関すること 

 ・報道対応に関すること 

 ・被害情報の整理及び集計に関すること 

・災害記録写真等の整理に関すること 

 ○調査班 

 ・家屋被害調査及び罹災証明に関すること 

 ・災害による税の減免に関すること 

◎市民生活部 

 ○検案処理班・窓口業務班 

 ・警察との連携による遺体の身元確認等の個票への記録に関すること 

 ・遺体収容所の被害調査に関すること 

 ・遺体収容所における受付名簿等の作成に関すること 

 ・遺体検視における調書等の作成に関すること 

 ・遺体の身元確認及び身元引受人に関すること 

 ・身元不明者の特徴等及び所持品の確認、保管及び引渡しに関すること 

 ・遺族の発見及び連絡等に関すること 

 ・死亡届及び火葬許可に関すること 

 ・身元不明者の火葬及び埋葬に関すること 

 ・広域火葬に関する相互応援協定に関すること 

・市役所来訪者の対応(窓口業務)に関すること 

○支所班 

 ・災害対策本部及び市民部各班との連絡調整に関すること 

 ・御前崎及び白羽方面隊への情報伝達に関すること 

・支所来訪者の対応(窓口業務)に関すること 

○環境班 

 ・ごみ、その他廃棄物の収集及び処理の体制の広報に関すること 

 ・環境保全センターの被害調査に関すること 

 ・ごみ及びその他廃棄物の仮置場に関すること 

 ・ごみ、その他廃棄物の数量、処理戸数及び実施期間に関すること 

 ・特定建築材料(アスベスト)ごみの処理に関すること 

 ・被災リサイクル家電の処理に関すること 

 ・伝染病予防、防疫及び環境衛生に関すること 
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 ・被災動物保護センター設置用地確保及び開設広報に関すること 

 ・被災動物の情報収集及び連絡に関すること 

・被災動物飼育者の要望等の収集に関すること 

 ・避難所における動物飼育支援に関すること 

 ・被災動物救護活動への支援に関すること 

 ○上下水道班 

 ・上水道施設の被害調査及び復旧に関すること 

 ・飲料水、生活用水の確保及び応急給水に関すること 

 ・水質検査に関すること 

 ・指定工事店の要請に関すること 

 ・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること 

 ・し尿の収集及び処理に関すること 

◎健康福祉部 

○福祉班 

 ・社会福祉施設への情報伝達に関すること 

 ・社会福祉施設の被害調査に関すること 

 ・社会福祉施設の応急対策に関すること 

 ・社会福祉協議会及びボランティア団体との連絡調整に関すること 

 ・被災者の生活相談に関すること 

 ・被災者への補助及び貸付制度に関すること 

 ・災害救助法適用後の業務に関すること 

 ○要援護者支援班 

 ・要援護者への情報伝達に関すること 

 ・要援護者の安否確認及び避難情報の把握に関すること 

 ・福祉避難所の開設及び運営に関すること 

 ・要援護者リストの作成に関すること 

・要援護者避難支援相談に関すること 

 ○救護所班 

 ・救護所の被害調査に関すること 

 ・救護所の開設及び運営に関すること 

 ・応急救護に関すること 

 ・救護所からの救護病院への搬送要請に関すること 

 ・広域搬送の依頼に関すること 

 ・医療救護資機材、医薬品及び衛生資機材の調達に関すること 

 ・医師(医師会)及び医療機関との連絡調整に関すること 

 ・健康支援に関すること 

◎建設経済部 
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 ○土木班 

 ・道路、橋梁、河川等の被害調査、警戒及び監視に関すること 

 ・防災へリポート、緊急輸送路及び幹線道路等の確保に関すること 

 ・仮設道路及び交通規制等の応急交通対策に関すること 

・災害で発生した障害物及びがれき等の除去処理に関すること 

 ・土木復旧事業の総括及び資機材の確保等に関すること 

 ・水防に関すること 

 ○住宅判定班 

 ・応急危険度判定に関すること 

 ・住宅関係融資の紹介等に関すること 

○住宅班 

 ・応急仮設住宅の設置に関すること 

 ・管理施設(市営住宅及び公園等)の被害調査及び復旧に関すること 

 ○農林班 

 ・農業、漁業、商工業及びそれらに属する施設等の被害調査及び復旧に関すること 

 ・農地及び林野関係の被害調査に関すること 

 ・農作物の病害虫対策及び家畜伝染病の予防に関すること 

 ○物資班 

 ・災害時救援物資の受入及び整理に関すること 

 ・災害時の物資の配分に関すること 

 ○港湾班 

 ・港湾施設等の被害調査、警戒及び監視に関すること 

 ・津波監視に関すること 

◎教育部 

 ○園・学校再開班 

 ・教育施設の被害状況の集約に関すること 

 ・避難者の状況の集約に関すること 

 ・児童生徒及び園児の安否確認の集約に関すること 

 ・その他教育部内の情報の集約に関すること 

 ・災害対策本部及び教育部各班との連絡調整に関すること 

 ・教育施設の復旧に関すること 

 ・児童生徒の安否確認に関すること 

 ・県教委との連絡調整に関すること 

 ・市内小中学校教員の参集状況の確認に関すること(夜間及び休日) 

 ・応急教育計画の実施に関すること 

 ・授業再開準備に関すること 

 ○避難所班 
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 ・教育施設(学校)の被害調査に関すること 

 ・避難所(学校)開設に関すること 

 ・避難者(学校)名簿の作成に関すること 

・避難所(学校)の運営に関すること(仮設トイレ設置などを自主防災会等と共同運営) 

 ○幼稚園、こども園 

 ・園児の安否確認に関すること 

 ・教育施設(幼稚園、こども園)の被害調査に関すること 

 ・避難所(幼稚園、こども園)の開設に関すること(開設は状況により) 

 ・避難者(幼稚園、こども園)名簿の作成に関すること 

 ・避難所(幼稚園、こども園)の運営に関すること(仮設トイレ設置などを自主防災会等と共同運

営) 

・避難所班及びその他各部各班の応援 

 ○保育園 

 ・園児の安否確認に関すること 

 ・教育施設(保育園)の被害調査に関すること 

 ・避難所班及びその他各部各班の応援 

◎方面隊派遣職員 

 ・方面隊本部と市災害対策本部及び自主防災会との連絡調整に関すること 

 ・各自主防災会の被害情報、要請事項等集約、市災害対策本部へ報告及び要請 

 ・地区公民館の被害調査に関すること 

 ・避難所(地区センター)開設に関すること 

 ・避難者(地区センター)名簿の作成に関すること 

 ・避難所(地区センター)の運営に関すること 

(避難スペースや仮設トイレ設置など運営対応を方面隊・自主防災会と連携して対応する。) 

 ・その他方面隊本部の運営に関すること 

◎議会事務局 

 ・市議会議員の安否確認に関すること 

・市議会議員との情報共有に関すること 

・その他市議会議員に関すること 
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2-5 御前崎市原子力災害対策本部各部各班所掌事務 

1 原子力災害事前配備体制（災害注意体制）の所管事務 

緊急事態区分が情報収集事態に該当し、事前配備体制（災害注意体制）を設置した際は以下

の事務を所管する。 

(1) 発電所の状況又は発電所の事故等に係る情報収集に関すること。 

(2) 住民等への情報伝達、広報に関すること。 

2 原子力災害警戒本部体制（災害警戒体制）の所管事務 

緊急事態区分が警戒事態に該当し、警戒体制（災害警戒体制）を設置した際は以下の事務を

所管する。 

(1) 発電所の状況又は発電所の事故等に係る情報収集に関すること。 

(2) 津波に係る情報収集に関すること。 

 (3) 県及び関係機関との連絡調整に関すること。 

 (4) 施設敷地緊急事態要避難者※に対する避難準備のほか、災害応急対策の検討、調整及び

実施に関すること。 

 (5) 住民等への情報伝達、広報に関すること。 

 (6) 病院等医療機関、社会福祉施設等に対する連絡に関すること。 

 (7) 原子力災害対策本部の設置基準に関すること。 

 (8) 報道関係との連絡に関すること。 

(9) 静岡県原子力防災センター等への職員派遣に関すること。 

 (10) その他必要な事務に関すること。  

 ※施設敷地緊急事態要避難者：避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが

高まらない要配慮者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者、妊婦、乳幼児に加

えその家族、児童生徒であり家族への引き渡しができていない者をいう。 

3 原子力災害対策本部（災害対策体制）の設置 

緊急事態区分が施設敷地緊急事態に該当し、原子力災害対策本部（災害対策体制）を設置し

た際は以下の事務を所管する。 

本部長は、情報の収集・連絡体制の確立のため、原災法第10条に基づく原子力事業者からの

施設敷地緊急事態の発生通報を受けた後、速やかに県、国、原子力事業者及び関係機関との連

携を密にし、事故状況の把握に努める。 

 (1) 原子力災害対策本部の構成及び事務分掌は、別表1のとおりとする。 

4 原子力災害合同対策協議会等への職員の派遣 

本部長は、別表2及び3のとおり職員を静岡県原子力防災センターに派遣し、初動の緊急避難

における周辺地域での活動体制を確立するとともに、発電所の状況及びモニタリング情報、医

療関係情報、住民避難・屋内退避状況の把握等の活動に従事させる。 

5 住民避難に必要となる機関への職員の派遣 

  本部長は、別表4及び5、6のとおり職員を必要機関に派遣し、住民避難の円滑化や情報把握等

の活動に従事させる。 
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別表 1 構成及び事務分掌 
部名 

部局長 
班名 

担当課・班長 
事務分掌 

〇は原子力災害に付随し発生する事務 
危機管理部 
 
危機管理部長 
兼危機管理監 

 
 

  

本部総括班 
 
危機管理課 
危機管理課長 

 
 
 

・災害対策活動の総括 
・災害対策本部（本部会議）の設置、運営及び廃止に関する

こと 
・地震関連情報・気象情報の収集・伝達に関すること 
・国、県、警察、消防、方面隊、自主防災会、消防団、交通

指導隊、その他防災関係機関との連携に関すること 
・自衛隊等の応援要請に関すること 
・職員の動員・配備・調整・参集解除に関すること 
〇広域避難の準備、指示及び解除に関すること 
〇広域避難先との連絡調整及び情報収集に関すること 

〇一時集合場所への要員派遣に関すること 
〇避難バス等への添乗に関すること 
〇県バス協会への協力要請に関すること 
〇放射線防護施設への要員派遣に関すること 
〇避難経由所への要員派遣に関すること 
〇避難住民の状況把握に関すること 
〇避難住民の輸送に関すること 
〇行政機能の移転の総合調整に関すること 
・災害対策本部会議の記録に関すること 
・災害救助法の適用及び運用の調整に関すること 
・その他各部各班に属さないこと 

総務部 
 
総務部長 

 
 
 

庶務班 
 
財政課 
財政課長 
デジタル推進課 
デジタル推進課長 

 

・市役所本庁来訪者の避難誘導及び負傷者の応急救護に関
すること 

・職員及び災害対策活動協力者の健康管理、給食及び休憩場

所設置等に関すること 
・市役所本庁舎等関連施設の被害調査及び復旧に関するこ

と 

・各システム等の復旧に関すること 
・緊急車両の確保及び配車に関すること 
・災害視察者、見舞者及び陳情者の対応に関すること 

・災害対策の予算措置に関すること 
・災害対策従事者名簿の作成に関すること 
・義援金等の受領、保管及び配分、礼状の送付に関すること 

〇防災業務関係者の被ばく管理に関すること 
〇行政機能の移転に係る情報資産の持ち出し及び輸送車両、

移転先施設の確保に関すること 
〇応急資機材の輸送に関すること 
〇職員等の食糧及び物資等の輸送・配分に関すること 

 情報対策班 
 
総務課 
総務課長 
 

・地域防災無線等による方面隊（自主防災会）との情報収集、

伝達及び連絡調整に関すること 
・被害情報の収集に関すること 
・災害記録写真等の収集に関すること 

〇業務継続計画に関すること 
 広報班 

 
企画政策課 
企画政策課長 
 

・同報無線、音声告知放送及びホームページ等による住民広

報（指示、要請及び情報伝達等）に関すること 
・臨時災害 FMに関すること 
・報道対応に関すること 

・被害情報の整理及び集計に関すること 
・災害記録写真等の整理に関すること 
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原子力対策班 
 
エネルギー政策課 
エネルギー政策課長 

・原子力発電所の情報収集に関すること 
・原子力モニタリングに関すること 
〇県の緊急時モニタリング活動に対する協力に関すること 
〇原子力防災に関わる気象状況の把握に関すること 

 調査班 
 
税務課 
税務課長 

・家屋被害調査及び罹災証明に関すること 
・災害による税の減免に関すること 
〇避難経由所の設営・運営支援に関すること 

 会計班 
 
会計管理者 

・会計処理に関すること 
〇避難経由所の設営・運営支援に関すること 

市民生活部 
 
市民生活部長 

 
 

 

検案処理班 
窓口業務班 
 
市民課 
市民課長 

 
 

・警察との連携による遺体の身元確認等の個票への記録に
関すること 

・遺体収容所の被害調査に関すること 
・遺体収容所における受付名簿等の作成に関すること 
・遺体検死における調書等の作成に関すること 
・遺体の身元確認及び身元引受人に関すること 
・身元不明者の特徴等及び所持品の確認、保管及び引渡しに

関すること 
・遺族の発見及び連絡等に関すること 
・死亡届及び火葬許可に関すること 
・身元不明者の火葬及び埋葬に関すること 
・広域火葬に関する相互応援協定に関すること 
・市役所来訪者の対応(窓口業務)に関すること 
〇避難経由所の設営・運営に関すること 
〇市民情報等のデータ出力に関すること 
〇避難収容状況の記録及び報告に関すること 
〇広域避難先の避難所の開設、管理運営の調整に関すること 

 支所班 
 
 
支所長 

・災害対策本部及び市民部各班との連絡調整に関すること 
・御前崎及び白羽方面隊への情報伝達に関すること 
・支所来訪者の対応（窓口業務）に関すること 
〇避難経由所の設営・運営に関すること 

 上下水道班 
 
上下水道課 
上下水道課長 
 

・上水道施設の被害調査及び復旧に関すること 
・飲料水、生活用水の確保及び応急給水に関すること 
・水質検査に関すること 
・指定工事店の要請に関すること 
・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること 
・し尿の収集及び処理に関すること 
〇水道施設の取水制限及び給水に関すること 

 環境班 
 
環境課 
環境課長 
 

・ごみ、その他廃棄物の収集及び処理の体制の広報に関する
こと 

・環境保全センターの被害調査に関すること 
・ごみ及びその他廃棄物の仮置場に関すること 
・ごみ、その他廃棄物の数量、処理戸数及び実施期間に関す

ること 
・特定建築材料(アスベスト)ごみの処理に関すること 
・被災リサイクル家電の処理に関すること 
・伝染病予防、防疫及び環境衛生に関すること 
・被災動物保護センター設置用地確保及び開設広報に関す

ること 
・被災動物の情報収集及び連絡に関すること 
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・被災動物飼育者の要望等の収集に関すること 
・避難所における動物飼育支援に関すること 
・被災動物救護活動への支援に関すること 

建設経済部 
 
建設経済部長 

 
 

 

土木班 
 
建設課 
建設課長 

 
 

・道路、橋梁、河川等の被害調査、警戒及び監視に関するこ
と 

・防災へリポート、緊急輸送路及び幹線道路等の確保に関す
ること 

・仮設道路及び交通規制等の応急交通対策に関すること 
・災害で発生した障害物及びがれき等の除去処理に関する

こと 
・土木復旧事業の総括及び資機材の確保等に関すること 
・水防に関すること 
〇災害における通行止め及びう回路等の計画及び実施に関

すること 
〇緊急事態応急対策実施区域の住民等に係る立入りの制限

に関すること 
 住宅班 

 
管理課 
管理課長 

・応急仮設住宅の設置に関すること 
・管理施設(市営住宅及び公園等)の被害調査及び復旧に関す

ること 
〇避難経由所の設営・運営支援に関すること 

 住宅判定班 
 
都市政策課 
都市政策課長 

・応急危険度判定に関すること 
・住宅関係融資の紹介等に関すること 

 農林班 
 
農林水産課 
農林水産課長 

・農業、漁業、商工業及びそれらに属する施設等の被害調査
及び復旧に関すること 

・農地及び林野関係の被害調査に関すること 
・農作物の病害虫対策及び家畜伝染病の予防に関すること 
〇放射線防護施設の設営・運営支援に関すること 
〇農林畜水産物の出荷制限及び解除に関すること 
〇家畜に関すること 

 物資班 
 
商工観光課 
商工観光課長 

・災害時救援物資の受入及び整理に関すること 
・災害時の物資の配分に関すること 
〇観光客及び外国人に対する災害情報の提供に関すること 
〇一時滞在者に対する災害情報の提供に関すること 
〇商工会議所等との連絡調整に関すること 

 港湾班 
 
商工観光課 
企業港湾室長 

・港湾施設等の被害調査、警戒及び監視に関すること 
・津波監視に関すること 
〇海上搬送にかかる船舶の借り上げに関すること 

健康福祉部 
 
健康福祉部長 

 
 
 

福祉班 
 
福祉課 
福祉課長 

 
 

・社会福祉施設への情報伝達に関すること 
・社会福祉施設の被害調査に関すること 
・社会福祉施設の応急対策に関すること 
・社会福祉協議会及びボランティア団体との連絡調整に関

すること 
・被災者の生活相談に関すること 
・被災者への補助及び貸付制度に関すること 
・災害救助法適用後の業務に関すること 
〇放射線防護施設の設営・運営に関すること 
〇広域避難先の避難所における健康相談窓口の設置及び運

営に関すること 
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要援護者支援班 
 
高齢者支援課 
高齢者支援課長 

・要援護者への情報伝達に関すること 
・要援護者の安否確認及び避難情報の把握に関すること 
・福祉避難所の開設及び運営に関すること 
・要援護者リストの作成に関すること 
・要援護者避難支援相談に関すること 
〇放射線防護施設の設営・運営に関すること 

 救護所班 
 
こども未来課 
健康づくり課 
こども未来課長 
健康づくり課長 
 
 

・救護所の被害調査に関すること 
・救護所の開設及び運営に関すること 
・応急救護に関すること 
・救護所からの救護病院への搬送要請に関すること 
・広域搬送の依頼に関すること 
・医療救護資機材、医薬品及び衛生資機材の調達に関するこ

と 
・医師(医師会)及び医療機関との連絡調整に関すること 
・健康支援に関すること 
〇県が行う緊急被ばく医療対策への協力に関すること 
〇一時集合場所の設営・運営に関すること 
〇安定ヨウ素剤の搬送に関すること 
〇災害時における衛生広報に関すること 
〇助産に関すること 

教育部 
 
教育部長 

 
 
 

園・学校再開班 
 
教育総務課 
学校教育課 
教育総務課長 
学校教育課長 
 

・教育施設の被害状況の集約に関すること 
・避難者の状況の集約に関すること 
・児童生徒及び園児の安否確認の集約に関すること 
・その他教育部内の情報の集約に関すること 
・災害対策本部及び教育部各班との連絡調整に関すること 
・教育施設の復旧に関すること 
・児童生徒の安否確認に関すること 
・県教委との連絡調整に関すること 
・市内小中学校教員の参集状況の確認に関すること(夜間及

び休日) 
・応急教育計画の実施に関すること 
・授業再開準備に関すること 
〇一時集合場所の設営・運営支援に関すること 
〇児童生徒及び園児の広域避難に関すること 
〇教職員の動員に関すること 
〇広域避難先での教材等の調達及び施設、職員の確保に関す

ること 
〇災害後の教育環境・保健衛生に関すること 

 避難所班 
 
社会教育課 
社会教育課長 

・教育施設(学校)の被害調査に関すること 
・避難所(学校)開設に関すること 
・避難者(学校)名簿の作成に関すること 
・避難所(学校)の運営に関すること(仮設トイレ設置などを

自主防災会等と共同運営) 
〇放射線防護施設の設営・運営支援に関すること 

 幼稚園・こども園 
 
各園 
 

・園児の安否確認に関すること 
・教育施設(幼稚園、こども園)の被害調査に関すること 
・避難所(幼稚園、こども園)の開設に関すること(開設は状況

により) 
・避難者(幼稚園、こども園)名簿の作成に関すること 
・避難所(幼稚園、こども園)の運営に関すること(仮設トイレ

設置などを自主防災会等と共同運営) 
・避難所班及びその他各部各班の応援 
〇園児の広域避難に関すること 
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 保育園 

 
各園 

・園児の安否確認に関すること 
・教育施設(保育園)の被害調査に関すること 
・避難所班及びその他各部各班の応援 
〇園児の広域避難に関すること 

学校給食共同調理場 〇各部共通の事務分掌を対策本部と連携して行う 
市立図書館 〇各部共通の事務分掌を対策本部と連携して行う 
議会事務局 ・市議会議員の安否確認に関すること 

・市議会議員との情報共有に関すること 
・その他市議会議員に関すること 

監査委員事務局 〇各部共通の事務分掌を対策本部と連携して行う 
方面隊派遣職員 
 

・方面隊本部と市災害対策本部及び自主防災会との連絡調
整に関すること 

・各自主防災会の被害情報、要請事項等集約、市災害対策本
部へ報告及び要請 

・地区センターの被害調査に関すること 
・避難所(地区センター)開設に関すること 
・避難者(地区センター)名簿の作成に関すること 
・避難所(地区センター)の運営に関すること(仮設トイレ設

置などを自主防災会等と共同運営) 
〇一時集合場所の設営・運営支援に関すること 
〇放射線防護施設の設営・運営支援に関すること 
・その他方面隊本部の運営に関すること 

派遣職員 ・派遣先の防災対応への協力 
消防本部 
 
消防長 

〇住民等に関する広報及び避難誘導、救出に関すること 
〇災害時要援護者の移送に関すること 
・救急搬送に関すること 
・緊急時における市等との連絡調整に関すること 
・火災防御に関すること 
・消防団員の動員に関すること 
〇避難住民の状況把握に関すること 
〇警戒、警備、防御活動等に関する警察等と連絡調整に関す

ること 
〇緊急事態応急対策実施区域の住民等に係る立入の制限に

関すること 
〇原子力災害医療措置に対する協力に関すること 

各部共通事項 ・災害時等の配備体制とその基準により自動参集 
・参集途中の被害状況等の確認 
・部内の職員安否確認及び動員状況の確認に関すること 
・部に関連する情報の収集、調査、報告及記録整理に関する

こと 
・部に必要な応急対策及び復旧用資機材の購入に関するこ

と 
・他部等の相互協力に関すること 
・災害応急対策の確認、計画策定、準備及び訓練等（平常時） 
・本部長の業務遂行が不可能な場合は、副市長、教育長、危

機管理部長の順位で職務代行を行う。 
〇原子力災害合同対策協議会への要員派遣に関すること 

〇住民の避難完了の確認に関すること 
〇広域避難先の避難所の開設、管理運営の支援に関すること 
・災害対策要員の確保及びローテーションに関すること 
〇風評被害対策に関すること 
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別表 2 

原子力災害合同対策協議会への派遣職員（静岡県原子力防災センター） 

緊急事態区分が施設敷地緊急事態又は全面緊急事態となり、事故現地対策本部から、派遣依頼

があった場合に派遣する。 

派遣職員は下表を基準とし、実情に適した派遣体制とする。特に、複合災害等の事態において

は実情を踏まえ、柔軟に対応する。 

構成員 役割 人数 
区分 

〇：副班長 
△：班員 

総務部 総括班 1 名 △ 
危機管理部 広報班 1 名 △ 
市民生活部 住民安全班 1 名 〇 
建設経済部 住民安全班 1 名 △ 
健康福祉部 医療班 1 名 △ 
教育部 運営支援班 1 名 △ 
消防本部 実働対処班 1 名 △ 

 
別表 3 

緊急時モニタリング要員の派遣（静岡県原子力防災センター） 

緊急事態区分が施設敷地緊急事態又は全面緊急事態となり、静岡県原子力災害警戒（対策）本

部の放射線監視班から、派遣依頼があった場合に派遣する。 

派遣職員は 3 名とし、各部のモニタリング要員から実情に適した派遣体制とする。特に、複合

災害等の事態においては実情を踏まえ、柔軟に対応する。 
モニタリング要員 要員数 

総務部 2 名 

市民生活部 1 名 

建設経済部 1 名 

健康福祉部 1 名 

教育部 1 名 

合計 6 名 
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別表 4 

1 一時集合場所への職員派遣 

緊急事態区分が施設敷地緊急事態又は全面緊急事態となった場合に派遣する。 

派遣職員は下表を基準とし、各部から実情に適した派遣体制とする。 

施設名 
浜松市への避難のとき 長野県へ避難のとき 

施設敷地 
緊急事態 全面緊急事態 施設敷地

緊急事態 全面緊急事態 

浜岡中学校 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

高松地区センター 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

佐倉地区センター 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

比木地区センター 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

朝比奈地区センター 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

新野地区センター 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

御前崎小学校 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

白羽小学校 3 名 追加 3名 計 6 名 3 名 追加 3名 計 6 名 

合計 24 名  48 名 24 名  48 名 

2 一時集合場所の開設運営 

 開設、運営に関する手順は、一時集合場所運営マニュアルによるものとする。 
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別表 5 

1 放射線防護施設への職員派遣 

緊急事態区分が警戒事態又は施設敷地緊急事態、全面緊急事態となった場合に派遣する。 

派遣職員は下表を基準とし、各部から実情に適した派遣体制とする。 

施設名 浜松市への避難のとき 
警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態 

高松体育館 4 名 追加 3名 計 7 名 計 7 名 

佐倉地区センター 4 名  計 4 名 計 4 名 

比木体育館 4 名 追加 3名 計 7 名 計 7 名 

朝比奈体育館 4 名 追加 3名 計 7 名 計 7 名 

新野体育館 4 名 追加 3名 計 7 名 計 7 名 

御前崎小学校体育館 4 名 追加 3名 計 7 名 計 7 名 

白羽地区センター 4 名  計 4 名 計 4 名 

御前崎ふれあい福祉センター 4 名  計 4 名 計 4 名 

白羽小学校体育館 4 名 追加 3名 計 7 名 計 7 名 

合計 36 名  計 54 名 計 54 名 

 

施設名 長野県への避難のとき 
警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態 

高松体育館 3 名  3 名 3 名 

佐倉地区センター 3 名  3 名 3 名 

比木体育館 3 名  3 名 3 名 

朝比奈体育館 3 名  3 名 3 名 

新野体育館 3 名  3 名 3 名 

御前崎小学校体育館 3 名  3 名 3 名 

白羽地区センター 4 名  4 名 4 名 

御前崎ふれあい福祉センター 4 名  4 名 4 名 

白羽小学校体育館 3 名  3 名 3 名 

合計 29 名  29 名 29 名 

2 放射線防護施設の開設運営 

 開設、運営に関する手順は、各施設の放射線防護施設運営マニュアルによるものとする。 
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別表 6 

1 避難経由所への職員派遣 

緊急事態区分が施設敷地緊急事態又は全面緊急事態となった場合に派遣する。 

派遣職員は下表を基準とし、各部から実情に適した派遣体制とする。 

施設名 浜松市への避難のとき 
施設敷地緊急事態 全面緊急事態 

浜名湖ガーデンパーク 2 名 追加 4名 計 6 名 

浜松市渚園 2 名 追加 4名 計 6 名 

浜松まつり会館北側・遠州灘海浜

公園「風車公園」南側駐車場 2 名 追加 4名 計 6 名 

遠州灘海浜公園「凧場公園」 2 名 追加 4名 計 6 名 

合計 8 名 追加 16 名 計 24 名 

 

施設名 長野県への避難のとき 
施設敷地緊急事態 全面緊急事態 

小坂田公園 2 名 追加 4名 計 6 名 

大町運動公園 2 名 追加 4名 計 6 名 

安曇野市防災広場 2 名 追加 4名 計 6 名 

中野市Ｂ＆Ｇ海洋センター 2 名 追加 4名 計 6 名 

松本市音楽文化ホール 2 名 追加 4名 計 6 名 

南長野運動公園 2 名 追加 4名 計 6 名 

合計 12 名 追加 24 名 計 36 名 

2 避難経由所の開設運営 

 開設、運営に関する手順は、各施設の避難経由所開設・運営マニュアルによるものとする。 
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2-6 標識 

 

1 本部の標示板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 腕 章 

 

 

 

 

御 

前 

崎 

市 

災 

害 

対 

策 

本 

部 

180 ㎝ 

39 ㎝ 

本 部 長 (本 部 長) 

地の色彩は赤 

副 本 部 長 (副 本 部 長) 

地の色彩は赤 

方面隊派遣班長 (方面隊派遣長) 

地の色彩は緑 

御前崎支所長 (御前崎支所長) 

地の色彩は緑 

○ ○ 班 長 (各 班 長) 

地の色彩は黄 

○ ○ 部 長 (各 部 長) 

地の色彩は黄 

危機管理部長 
兼危機管理監 

(危機管理部長 
兼危機管理監) 

地の色彩は赤 

総 括 (総 括) 

地の色彩は黄 

御 前 崎 市 (職 員) 

地の色彩は黄 

御 

前 

崎 

市 

原 

子 

力 
災 
害 

対 

策 

本 

部 
180 ㎝ 

39 ㎝ 


